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【 請 求 項 １ 】
電 子 メ ー ル サ ー ビ ス を 提 供 す る メ ー ル サ ー バ ー に 接 続 さ れ た 通 信 回 線 を 収 容 し 、 前 記 メ ー
ル サ ー バ ー か ら の 電 子 メ ー ル を 取 得 す る た め の メ ー ル 取 得 手 段 と 、 前 記 取 得 手 段 に よ り 取
得 し た 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 す る た め の 格 納 手 段 と を 有 す る 通 信 端 末 装 置 で あ っ て 、
前 記 メ ー ル サ ー バ ー か ら 送 信 さ れ る メ ー ル 状 態 通 知 信 号 を 検 出 す る 状 態 通 知 検 出 手 段 と 、
前 記 状 態 通 知 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た メ ー ル 状 態 通 知 信 号 を 解 析 し て 着 信 メ ー ル の 有 無
を 判 定 す る 着 信 判 定 手 段 と 、
前 記 着 信 判 定 手 段 に よ り 着 信 メ ー ル が 有 る と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 前 記 格 納 手 段 の 空 き 容 量
を 参 照 し て 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る か 否 か を 判 定 す る 格 納
可 否 判 定 手 段 と 、
前 記 格 納 可 否 判 定 手 段 に よ り 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る と 判
定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ ー ル 取 得 手 段 に よ り 電 子 メ ー ル の 取 得 を 行 い 、 新 た な 電 子 メ ー ル
デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ ー ル 取 得 手 段 に よ る 電 子 メ ー ル の 取 得
を 行 わ な い よ う 制 御 す る メ ー ル 自 動 受 信 手 段 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 格 納 可 否 判 定 手 段 が 、 前 記 格 納 手 段 に 格 納 さ れ た 電 子 メ ー ル デ ー タ の う ち 、 上 書 き 可
能 な デ ー タ を 判 定 す る 上 書 判 定 手 段 を 備 え 、
前 記 上 書 き 判 定 手 段 に よ り 、 上 書 き 可 能 な デ ー タ が 存 在 し な い と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記
格 納 可 否 判 定 手 段 が 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 通 信 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】



前 記 格 納 可 否 判 定 手 段 が 、 前 記 格 納 手 段 の 空 き 領 域 が 所 定 の デ ー タ 量 に 満 た な い 場 合 に 、
前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 格 納 手 段 に 格 納 で き る 電 子 メ ー ル の 件 数 が 所 定 数 に 制 限 さ れ て お り 、 前 記 格 納 可 否 判
定 手 段 が 、 前 記 格 納 手 段 に 格 納 さ れ た 電 子 メ ー ル の 件 数 が 前 記 所 定 数 に 達 し て い る 場 合 に
、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る

記 載 の 通 信 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 格 納 手 段 に 格 納 さ れ た 電 子 メ ー ル デ ー タ の う ち 、 上 書 き 可 能 な デ ー タ を 決 定 す る た め
の 上 書 デ ー タ 決 定 手 段 を 更 に 備 え 、
前 記 上 書 デ ー タ 決 定 手 段 に よ り 上 書 き 可 能 な デ ー タ が 決 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 格 納 可 否 判
定 手 段 が 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る と 判 定 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 通 信 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】
電 子 メ ー ル サ ー ビ ス を 提 供 す る メ ー ル サ ー バ ー に 接 続 さ れ た 通 信 回 線 を 収 容 し 、 前 記 メ ー
ル サ ー バ ー か ら の 電 子 メ ー ル を 取 得 す る た め の メ ー ル 取 得 部 と 、 前 記 取 得 部 に よ り 取 得 し
た 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 す る た め の 格 納 部 と を 有 す る 通 信 端 末 装 置 に お け る 電 子 メ ー ル
受 信 処 理 方 法 で あ っ て 、
前 記 メ ー ル サ ー バ ー か ら 送 信 さ れ る メ ー ル 状 態 通 知 信 号 を 検 出 す る 状 態 通 知 検 出 工 程 と 、
前 記 状 態 通 知 検 出 工 程 に 検 出 さ れ た メ ー ル 状 態 通 知 信 号 を 解 析 し て 着 信 メ ー ル の 有
無 を 判 定 す る 着 信 判 定 工 程 と 、
前 記 着 信 判 定 工 程 に 着 信 メ ー ル が 有 る と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 前 記 格 納 部 の 空 き 容 量
を 参 照 し て 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 可 能 か 否 か を 判 定 す る 格 納 可
否 判 定 工 程 と 、
前 記 格 納 可 否 判 定 工 程 に 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る と
判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ ー ル 取 得 部 に よ り 電 子 メ ー ル の 取 得 を 行 い 、 新 た な 電 子 メ ー ル
デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ ー ル 取 得 部 に よ る 電 子 メ ー ル の 取 得 を
行 わ な い よ う 制 御 す る メ ー ル 自 動 受 信 工 程 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 格 納 可 否 判 定 工 程 が 、 前 記 格 納 部 に 格 納 さ れ た 電 子 メ ー ル デ ー タ の う ち 、 上 書 き 可 能
な デ ー タ を 判 定 す る 上 書 判 定 工 程 を 備 え 、
前 記 上 書 き 判 定 工 程 に 、 上 書 き 可 能 な デ ー タ が 存 在 し な い と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前
記 格 納 可 否 判 定 工 程 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き な い と
判 定 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 格 納 可 否 判 定 工 程 、 前 記 格 納 部 の 空 き 領 域 が 所 定 の デ ー タ 量 に 満 た な い 場 合
に 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 又 は 請 求 項 に 記 載 の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 格 納 部 に 格 納 で き る 電 子 メ ー ル の 件 数 が 所 定 数 に 制 限 さ れ て お り 、 前 記 格 納 可 否 判 定

(2) JP 2003-281058 A5 2004.11.25

請
求 項 １ に

電 子 メ ー ル の 受 信 の た め に 通 信 回 線 の 接 続 制 御 を 行 う 回 線 接 続 制 御 手 段 を 更 に 有 し 、
　 前 記 状 態 通 知 検 出 手 段 に よ り メ ー ル 状 態 通 知 信 号 を 検 出 後 、 前 記 回 線 接 続 制 御 手 段 は 通
信 回 線 を 開 放 し 、
　 前 記 格 納 可 否 判 定 手 段 に よ り 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る と 判
定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 回 線 接 続 制 御 手 段 に よ り 回 線 を 閉 結 し た 後 、 前 記 メ ー ル 自 動 受 信 手
段 は 、 前 記 メ ー ル 取 得 手 段 に よ り 電 子 メ ー ル の 取 得 を 行 う よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 通 信 端 末 装 置 。
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お い て

お い て

お い て
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さ れ ７

に お い て
さ れ

７ ８



工 程 、 前 記 格 納 部 に 格 納 さ れ た 電 子 メ ー ル の 件 数 が 前 記 所 定 数 に 達 し て い る 場 合
に 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き な い と 判 定 る こ と を 特 徴 と す
る 記 載 の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 格 納 部 に 格 納 さ れ た 電 子 メ ー ル デ ー タ の う ち 、 上 書 き 可 能 な デ ー タ を 決 定 す る た め の
上 書 デ ー タ 決 定 工 程 を 更 に 備 え 、
前 記 上 書 デ ー タ 決 定 工 程 に 上 書 き 可 能 な デ ー タ が 決 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 格 納 可 否
判 定 工 程 、 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る と 判 定 る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】
請 求 項 の い ず れ か １ 項 に 記 載 さ れ た 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 を コ ン ピ ュ
ー タ に 実 行 さ せ る た め の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
請 求 項 に 記 載 の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た コ ン ピ ュ ー タ で 読 み 取 り 可
能 な 情 報 記 憶 媒 体 。
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に お い て
さ れ

請 求 項 ７ に

お い て
に お い て さ れ

７

電 子 メ ー ル の 受 信 の た め に 通 信 回 線 の 接 続 制 御 を 行 う 回 線 接 続 制 御 工 程 を 更 に 有 し 、
　 前 記 状 態 通 知 検 出 工 程 に お い て メ ー ル 状 態 通 知 信 号 が 検 出 さ れ た 後 、 前 記 回 線 接 続 制 御
工 程 に お い て 通 信 回 線 が 開 放 さ れ 、
　 前 記 格 納 可 否 判 定 工 程 に お い て 前 記 着 信 メ ー ル に 係 る 電 子 メ ー ル デ ー タ を 格 納 で き る と
判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 回 線 接 続 制 御 工 程 に お い て 回 線 が 閉 結 さ れ た 後 、 前 記 メ ー ル 自 動
受 信 工 程 に お い て 、 前 記 メ ー ル 取 得 部 に よ り 電 子 メ ー ル の 取 得 を 行 う よ う に 制 御 さ れ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 電 子 メ ー ル 受 信 処 理 方 法 。

７ 乃 至 請 求 項 １ ２

１ ３
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